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1はじめに

⚫ 三次調整力②の5月19日の取引（5月20日受渡分）の第５ブロックにお
いて、需給調整市場システム（以下、MMS）が、本来中部エリアに紐づくべ
き東京エリアの札を属地（東京エリア）に紐づける約定処理を行い、東京エ
リアで過剰調達となる事象が発生した。

⚫ 調査の結果、同一価格札の時刻優先処理を行う最適化計算（OE2）おい
て求解不可となったことが要因であった。

⚫ 今回事象に対して、取引規程第60条の臨機の処置により、同一価格札の
時刻優先処理（OE2）機能を除外する暫定処置を実施した。暫定処置に
より、同一価格札の順位付けが時刻優先処理からランダム処理に変更となっ
ている。

⚫ 本日は、暫定対策を恒久対策とし、三次調整力②の同一価格札の優先順
位付けを週間商品と同様に時刻優先からランダム処理に変更する（取引規
程改定）ことについてご報告したい。
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3
１．発生事象の概要

⚫ 三次調整力②の2024/5/20(月)受渡し分の第5ブロック(12:00～15:00)の約
定結果において、本来中部エリアに紐づくべき東京エリアの札が、属地（東京エリ
ア）に紐づく事象が発生した。電源属地別の落札量合計は正しく計算されている。

＜正しい紐づけ＞

＜今回事象＞

落札量合計
（電源属地別）

落札量合計
（TSO別）

落札量合計
（電源属地別）

落札量合計
（TSO別）

東京エリア 中部エリア

426

募集量(359)

募集量(1,598)

785

出所）電力需給調整力取引所ホームページ公表データ

落札量合計
（電源属地別）

落札量合計
（TSO別）

201

落札量合計
（電源属地別）

落札量合計
（TSO別）

東京エリア 中部エリア

201

募集量(359)785

過剰調達

627359

201 201

359

971

募集量(1,598)

201

1,397

2024年5月20日12:00～15:00取引結果

359

359

426

426426



4【参考】三次調整力②の約定処理フロー

⚫ 三次調整力②では最適化計算を２回実施しており、OE1、OE2の順で計算する。
✓ OE1：募集量を充足するまで、調達費用が最小となるよう約定処理を行う（エリア内の同

一価格札はランダム処理で優先順位付け）。
✓ OE2：OE1の最適化計算結果を初期値として、エリア内の同一価格札を申し込みの時

刻優先で並び替え（入札時刻順になるよう価格に微小な補正値を付加）を実
施している。

データ
初期化

OE(最適化エンジン)

データ
集約・保存

落札処理
紐付処理

OE1 OE2

A札： 5円

B札：10円

C札：15円

D札：20円

E札：20円

F札：25円

募集量

A札： 5円

B札：10円

C札：15円

E札：20円
（申入順①）

D札：20円
（申入順②）

F札：25円

募集量
申込順に並

び替え

MMSのラン
ダム処理で
決定

落札 落札

Aエリア Aエリア

＜イメージ＞



5２．事象発生の時系列

落札量合計
（電源属地別）

落札量合計
（TSO別）

359 359

201

落札量合計
（電源属地別）

落札量合計
（TSO別）

東京エリア 中部エリア

201

426

募集量(359)

募集量(1,598)

785

627

OE1（正常終了） ①OE２（求解不可）

落札量合計
（電源属地別）

落札量合計
（TSO別）

359 359

201

落札量合計
（電源属地別）

落札量合計
（TSO別）

東京エリア 中部エリア

426

201

募集量

募集量

785

426

971

426

紐づけ処理

連系線制約式の矛盾
発生により求解不可
（６スライド参照）

②中部エリア内の札で充足と誤判定
（7スライド参照）

③中部エリアに紐づくべき札を属地（東
京エリア）に紐づけ
（7スライド参照）

エリア内札で
充足と判定

属地に
紐づけ



6【参考】OE2が求解不可となった要因

⚫ OE1では、広域機関システムから受信した連系線上限（順方向・逆方向）をもとに最適化計
算により約定処理を行い、連系線確保量を算出している。一方、OE2はエリア内の時刻優先の
入替えのみが目的であることから、OE1で算出した連系線確保量と解が同じになるようにOE1の
解と同じ連系線確保量を設定する。また、連系線上限（順方向・逆方向）双方に「10-
6kW」を加える（緩和処理）ことで計算時間の短縮を図っている。

⚫ 今回の事象は、OE1の解に想定していなかった最適化計算上の微小な値(-4×10-6kW )が
含まれている状態で緩和処理を行った結果、逆方向の連系線上限がOE1の上限値超えてしま
い、逆方向のみOE1の上限値に置き換える処理が行われ、順方向との大小関係が逆転して制
約式に矛盾が生じ、OE2が求解不可となった。

連系線上限（逆方向）
(OE1)

連系線上限（順方向）
(OE1)

連系線確保量
(OE1)

10-6 kW10-6 kW

OE1

OE２

＜OE2の連系線上限値の緩和処置＞ ＜５/20取引において発生した事象＞

OE1

OE２

（緩和措置）

連系線確保量
(-0.000004kW)

連系線上限（逆方向）
(０kW)

OE1の解

＜制約式の矛盾発生＞
×：連系線確保量＜連系線上限値（順方向）＜連系線上限値（逆方向）

＜制約式の矛盾なし＞
〇：連系線上限値（逆方向）＜連系線確保量＜連系線上限値（順方向）

最適化計算上の解
に微小の値（ (-4e-
6kW ）が含まれた

連系線上限値（逆方向）
が、OE1の連系線上限値
（逆方向）を超えた

連系線上限（順方向）
(OE1)

逆方向のみOE1の連系線
上限値に置き換え



7【参考】OE2求解不可に伴う紐づけ処理における誤判定

＜紐づけ処理＞

＜エリア充足判定＞
判定式＝必要量ー不足量－エリア内約定札

＝1,598－1,942-201=-545≦０(エリア充足)

＜エリア毎の充足判定結果＞
「充足」と誤判定され、他エリアか
らの紐づけ不要と判定される。

＜エリア充足判定結果に伴う処理＞
中部エリアのために確保していた約定札を東京エリ
アに全て紐づける処理が行われた。

本来は、1,598－971－201＝426＞0（エリア非充足）と判定されるべきだった。

誤判定

⚫ OE２の不足量は本来、極めて小さい値になるが、OE2が求解不可となったため、OE2の不足
量は初期値（OE1の不足量）が採用され、最終不足量が非常に大きな値となってしまった。

⚫ エリア充足の判定式において、不足量が非常に大きな値になったことにより、中部エリアの必要量
を充足していると誤判定され、他エリアからの紐づけ不要と判定された。

⚫ その結果、OE１で約定していた中部エリアに紐づくべき札が、東京エリアに紐づけされた。

落札量合計
（電源属地別）

落札量合計
（TSO別）

359 359

201

落札量合計
（電源属地別）

落札量合計
（TSO別）

東京エリア 中部エリア

201

426

募集量(359)

募集量(1,598)

785

426
1,942

落札量合計
（電源属地別）

落札量合計
（TSO別）

359 359

201

落札量合計
（電源属地別）

落札量合計
（TSO別）

東京エリア 中部エリア

426

201

募集量

募集量

785

属地の東京エリ
アに紐づけ

426

＜エリア充足判定＞

最終不足量＝OE1の不足量＋OE2の不足量

OE2求解不可で初期値（OE1の不足量）が採用された

非常に大きな値



8３．暫定処置の内容

⚫ 今回の事象を早期に完全に解消することは困難（検証や確認試験に相当なリソー
スと時間が必要）と判断し、取引規程第６０条の臨機の処置により、 OE2（時刻
優先処理機能）を除外する暫定処置を実施した。

⚫ 暫定処置については、5月25日取引（5月26日受渡分）から実施済み。
⚫ 発生事象、暫定処置の内容については、EPRXのホームページでお知らせした。

データ
初期化

OE(最適化エンジン)

データ
集約・保存

落札処理
紐付処理

OE1 OE2

＜暫定処置＞

※暫定処置により、同一価格札の順位付けが、時刻優先からシステムによるランダム処理に変更



9【参考】EPRXホームページによるお知らせ文

https://www.eprx.or.jp/j_information/

https://www.eprx.or.jp/j_information/


10４．今後の対応

⚫ リソース面、再発リスク、約定結果への影響から総合的に判断し、現在実施している
暫定対策を恒久対策としたい。なお、取引規程第32条の改定が必要なため、10月
目途に必要な手続き（パブコメ等）を実施した後、規程を改定し、恒久対策とする。

対策 対策に要する期間 再発リスク（信頼性） 約定結果への影響

OE2に同様事象が
発生しないよう、パッ
チ処理を施す

検証や確認試験に相当なリ
ソースを費やすことになる（前
日市場の30分化、週間市場
の前日化・30分化に影響す
るおそれ）。

時刻優先処理のような微小
な違いまで完璧にパッチをあて
るのは困難。今回の事象
（OE2の異常終了）を防ぐ
パッチを適用することはできて
も、新たに別の事象を生むリス
クを排除できない（抜本的な
対策にならない）。

なし（現状通り）

OE2機能を除外
（暫定対策中）

対策実施済
過去分も含め、OE2で発生
した不具合の抜本対策となる。

同一価格札の順位付けが時刻優
先からシステムによるランダム処理に
変更となるが、公平性の観点からも
約定結果に影響はないと考えられる。
✓ 三次②はオークション方式であ

り、基本的には時刻優先の考
え方はないため、ルール決めの
問題。なお、週間商品ではラ
ンダム処理を採用している。

✓ 時刻優先採用時は、ルールの
わかりやすさの観点から、ランダ
ム処理ではく時刻優先が採用
された。



11【参考】取引規程第32条

（約定）
第32条 本市場における取引は、マルチプライスオークションとし、全国一市場で、
商品ブロックごとに、募集量を充足するまで、調達費用が最小となるように以下のとおり約定
する。 また、ΔｋＷ約定量は、最小約定希望量から約定希望ΔｋＷまでの間で確定する。

(1) ΔｋＷの入札単価の安いものから約定
(2) ΔｋＷの入札単価が同値の場合、経由する連系線が少ないものから約定
(3) 経由する連系線数が同値の場合、系統上優先されるエリアに連系してい るものから約定
(4) 連系するエリアが同一の場合、入札時間の早いものから約定（←三次②にのみ記載あり）

2 募集量を充足する約定予定のΔｋＷにおいて、最小約定希望量の制約がある場合に行う経済
性を考慮した調達または連系線の運用容量制約等により、第１項のとおり約定しないことがある。

恒久対策とする場合、（４）の記載を削除



12【参考】取引規程第3３、６０条

（約定の通知）
第33条 市場運営者は、第32条（約定）にもとづく約定結果を、約定処理後速やかに
需給調整市場システムを通じて約定した当該取引会員および属地エリアの 一般送配電事業者に
通知する。
２ 第１項にもとづき通知する内容は次の各号の事項とする。

(1) 約定した単独発電機または各リスト・パターン
(2) ΔｋＷ約定量、ΔｋＷ約定単価
(3) 商品ブロック
(4) 商品区分

３ 第１項の通知をもって、取引が成立したものとし、取引会員は、提供期間 において、ΔｋＷ約定量の
供出が可能な状態に維持することおよびΔｋＷ約 定量の範囲内で属地エリアの一般送配電事業者の
指令に従うことの義務を負う。

（臨機の処置）
第60条 需給調整市場システムが障害等により停止した場合，本規程において必要となる需給調整
市場システムへの登録および需給調整市場システムを介して行う約定や通知等の実施方法は，都度，
市場運営者が定め周知する。
２ 本規程に定めのない事項で臨機の処置を必要とする場合は，市場運営者は，本規程の趣旨に準
じてその処置を定める。



13【参考】OE2が極小な範囲で最適解を探索しているイメージ

INPUT

三次②応札データ

単価 量

必要量

ΔkW確保可能量

最適化計算の制約条件と解探索のイメージ

約定の数式モデルで最適な約定を探索

運用制約
満たす領域

最
小

約
定

量
制

約
(下

限
)

実運用の制約

初期解

Yes,No分岐の
繰返しで探索

理想解A

OE1の
最適解

連系線空き容量制約

連系線フェンス容量制約

連系線の交流優先制約

調達不足回避制約
最適な約定を再探索

OE1の解を初期値とした
運用制約満たす領域

商品約定の有無や量

最
小

約
定

量
制

約
(下

限
)

初期解

理想解の許容範囲

理想解A

OE2の
最適解入札時刻優先制約

商品約定の有無や量

理想解の許容範囲



14【参考】 4月9日(火)に発生したMMSトラブル

第96回 制度設計専門会合(2024年4月26日) 資料６より抜粋



15【参考】週間市場にて入札時刻優先を撤廃した経緯

出所）第32回需給調整市場検討委員会(2022年9月26日) 資料5



16【参考】週間市場にて入札時刻優先を撤廃した経緯

出所）第32回需給調整市場検討委員会(2022年9月26日) 資料5




